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　１から５は、「食生活」「運動習慣」「生活」という個人で取
り組む健幸づくりから、まちから社会全体で取り組む健幸づく
りへと広がっていくことをイメージしています。
　これらを実現することにより、自然に笑顔があふれる幸せな
まち岩倉市を目指すという思いを込めています。
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問合先：健康課（保健センター内　☎ 37-3511）

　
　
れ
も
が
い
つ
ま
で
も
、
体
も
心
も
健
康

　
　
で
、
い
き
い
き
と
幸
せ
に
な
れ
る
満
開

の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
を
、
み
ん
な
で
育

ん
で
い
こ
う
と
い
う
思
い
を
込
め
て
い
ま

す
。

「
健
幸
」
に
込
め
ら
れ
た
思
い

１　食への感謝とバランスのとれた食生活

２　心豊かに楽しく続けられる運動習慣

３　五条川をはじめ身近な自然を楽しむ生活

４　人と地域とのきずなをつむぐまち

５　一人ひとりの個性を大切にする社会

満開の笑顔のもと、いつまでも健やかに
自分らしく暮らし続けられる幸せなまちを目指して、
ここに「健幸都市いわくら」を宣言します。

健幸都市宣言

だ

岩倉市健幸都市宣言に係る
懇話会委員の皆さん
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日にち 時間 事業名・内容 場所
12 月１日㈯ 午後０時 30分～２時 30分 健幸都市宣言街頭 PR 岩倉駅

12月３日㈪ 午前９時 30分～ 11時 30 分
午後１時 30分～４時

健幸都市宣言 PR（体組成測定：体脂肪率や筋肉量等を測
定します） 市役所１階

12月５日㈬ 午前９時～ 11時 健康チェックの日（体組成測定、血圧測定など） 保健センター
12月５日㈬ 午後２時～３時 誤嚥性肺炎予防講演会※ 保健センター

12月６日㈭ 午後２時～３時 30分 循環器疾患についての講演会「血圧あれこれ」※ 保健センター

12月７日㈮ 午前 10時～ 11時 30 分 ポールウォーキング体験講座※ 総合体育文化センター
※申し込みが必要です。詳しくは広報１1月号・ホームページをご覧ください。

健幸づくり応援キャンペーン

～健幸都市宣言ポスター入賞作品展～「市役所庁舎市民ギャラリー」
●とき　12 月 11 日㈫午前９時～ 16 日㈰午後 7 時
●入賞者　【小学生の部】村田早桜美、中根凜々花、大槻恵未、朝田光、日下部美海、林葵泉

【中学生の部】木谷珠緒、滝萌々菜、後藤梨名、中島瑠南、樅山ひより、吉村優杏（順不同・敬称略）

　市民委員の皆さんの発言は十人十色で幅広く意
見交換がなされ、有意義な懇話会でした。はじめ
に「健」と「幸」の漢字を組み合わせたことで健
康を多様にとらえられ、岩倉市らしさを感じられ
る宣言文ができ上がったと思います。

　幅広いテーマについて横断的に
議論できたことが面白かったです。
　懇話会で色々な意見が出たので、
今後それらがどんな形になってい
くのか見守っていきたいです。

　懇話会で新たな知り合いができ
嬉しい。また、健幸都市宣言につ
いて考える中で、自分がそれに
沿った生活をしていることを発見
しました。これからもそんな生活
を続けたいです。

　岩倉市を広く知ってもらうた
め、自分の知識・経験を生かそう
と参加しました。
　懇話会でできたつながりを大切
にし、今後も集まって健幸づくり
の推進に携わっていきたいです。

　懇話会で初めて「健『幸』」と
いう言葉を知り、素晴らしい言葉
だと思いました。病気があっても
元気でいること、笑うことが一番
大事だと思っています。
　今後は皆さんの健幸の役に立ち
たいです。

　スポーツ団体の代表をしていま
すが、懇話会に参加し、もっと見
聞を広めたいと思いました。
　今後、宣言関連の行事で応援が
必要であれば参加したいです。

　懇話会は、自分には役目が重く、
実際いい案を出すのは難しかった
ですが、最終的に立派な宣言文が
できてよかったです。

肥田委員長

花井委員

池田委員

古田委員

河村委員

大嶋委員

岩田委員

問合先：健康課（保健センター内　☎ 37-3511）

　宣言文を作成するにあたり、ご意見
をいただいた懇話会委員長および委員
（市民委員）の皆さんの感想です。

委員の声
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＜成人対象＞
・食事（プラス 1 品 野菜をとろう）
・運動（プラス 10 分 ウォーキングをしよう、ストレッ
チ・筋トレの紹介）
・高血圧予防
・質の高い睡眠で健幸づくり

＜子育て世代対象＞
・生活リズムを整えよう（就園前）

「健幸伝道師」を派遣します

講座メニュー

　健幸伝道師（保健師・作業療法士・管理栄養士・歯科衛生士）が、ご希望される健康のお話を、皆さんのグルー
プ活動の場（岩倉市民が集う場）へお届けします。詳細は、岩倉市ホームページをご覧ください。

健幸都市宣言記念イベント
～ 健やかで　幸せなくらし　いわくらし  ～

※本事業は愛知県の補助金「元気な愛知の市町村づくり補助金（チャレンジ枠）」を活用して行っています。

茂木健一郎 さん

①ミニミニ健幸講座（5 ～ 10 分）
＜成人対象＞
・健幸につながる生活習慣づくり（食事・運動実技・口
腔ケア）
・生活習慣病予防（高血圧・脂質異常症・糖尿病・がん）
・認知症予防
・熱中症予防
・インフルエンザ予防

＜子育て世代対象＞
・生活リズムを整えよう（就園前）
・こどもの事故予防について
・乳幼児の病気と予防

②健幸づくり出張講座（原則６０分まで）

●とき　平成 31 年１月 19 日㈯
●場所　岩倉市総合体育文化センター
★イベント内容　

（１）ステージイベント　会場：多目的ホール　午後１時 30 分～３時 30 分（開場　午後１時）
●入場料　無料（入場券が必要です。）
●入場券配布開始日　12 月３日㈪（1 人２枚まで配布、入場券がなくなり次第配布を終了します。）
●入場券配布場所　保健センター、総合体育文化センター、図書館、生涯学習センター、
市役所１階　観光情報ステーション（情報サロン）
●その他　※手話通訳・要約筆記あります。
　　　　　※未就学児の入場はご遠慮ください。
第１部　・セレモニー
　　　　・いわくら健幸コーナー「健幸さんいらっしゃい！」
　　　　　　　　　出演：岩倉民踊舞踊連盟（岩倉市文化協会）、岩倉気功クラブ（岩倉市体育協会）
第２部　記念講演　講師　茂木健一郎 さん（脳科学者）
　　　　　　　　　テーマ　「幸せな脳の作り方」

（２）展示コーナー　会場：ロビー、ふれあいホール前
　  ・健幸都市宣言ポスター入賞作品
     ・「満開の笑顔」写真展　他

（３）体験コーナー　会場：剣道場
     ・体力チェック、血管年齢測定　
( 展示コーナー・体験コーナーは、午後 0 時 30 分～４時 )
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休日納付窓口 ( 市役所 2 階税務課 )

日曜市役所 ( 証明発行業務 )
午前 8 時 30 分～正午
※ 12 月 30 日㈰はお休みです。

2 特集　「健康都市いわくら」を 12月 1日に宣言　
　　　します。　　　　　

6 市政通信

16 い～わくんの協働のまちづくりコーナー

17 情報コーナー

31 市民相談 / 分別収集・古紙と古着の日

32 12 月の保健センター案内

34 い～わくんの年賀状テンプレートをご活用くだ
さい / 頭の体操　クロスワードパズル

35 いわくらしやすい 109 の理由 /
簡単 !!　旬の美味しい野菜レシピ（冬の野菜編）

36 フォトニュース

38 FOCUS IWAKURA

目  次 － C O N T E N T S

12 月 16 日㈰午前 8 時 30 分～正午
☎ 38-5806

税・保険料等納期限

固定資産税・都市計画税３期 12 月 27 日㈭
( 口座振替を利用し
ている人は、あらか
じめ預金残高の確認
をお願いします )

国民健康保険税・後期高齢者
医療保険料第６期

介護保険料第９期

人　口 ( 平成 30 年 11 月 1 日現在 )
前月比 前年比

総人口 48,040 人 44 -37
男 23,994 人 16 -44
女 24,046 人 28 7

世帯数 21,467 世帯 22 176

前月詳細
出生 56 人 転入等 223 人
死亡 34 人 転出等 201 人

情  報 － INFORMATION

休日急病診療担当医 (12 月 )
休日急病診療所（旭町一丁目 20 番地）
☎ 66-4708( 日曜日・祝日 )
受付 9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 16:30

２日㈰ 丹羽　克司
（丹羽外科内科）

９日㈰ 野﨑　俊光
（のざき内科・循環器科クリニック）

16 日㈰ 渡部　照和
（渡部耳鼻咽喉科）

23 日㈰ 有馬　良成
（有馬医院）

24 日㈪ 髙田　幹彦
（岩倉病院）

30 日㈰ 芳野　茂男
（ようてい中央クリニック）

31 日㈪ 伊藤　史朗
（伊藤皮フ科・外科）

※担当医が変わる場合があります。岩倉市ホームペー
ジでご確認ください。

岩倉市は
　・交通安全都市宣言　　　　（昭和 37 年 　1 月 27 日）
　・核兵器廃絶平和都市宣言　（平成　7 年 12 月 20 日）
　・安全・安心なまち宣言　　（平成 16 年 12 月　6 日）
　・環境都市宣言　　　　　　（平成 25 年　3 月 28 日）
　・健幸都市宣言　　　　　　（平成 30 年 12 月１日）

のまちです。

岩倉市ホームページでは、英語、ポルトガル語、中国語、韓国語の翻訳に対応しています。
Iwakura City homepage supports English, Portuguese, Chinese and Korean translations. 
A página inicial da Iwakura City suporta traduções em inglês, português, chinês e coreano. 
岩仓市主页支持英文，葡萄牙文，中文和韩文翻译。
이와쿠라시 홈페이지에서는 영어 , 포르투갈어 , 중국어 , 한국어 번역에 대응하고 있습니다 .

お店にも「広報いわくら」を置いてください !!　　　　
　マガジンラックなどに広報を置いていただけるお店を
募集しています。
　協働推進課広報情報グループ（☎ 38-5802）までご連
絡ください。次号から必要部数をお届けします。
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お知らせ

人口
（人） ※ 1

世帯数
（世帯）※ 1

ごみと資源の
収集量（トン）

ごみ処理に要した
費用（千円）※ 2

１人当たりの
処理費（円）

１世帯当たり
の処理費（円）

１トン当たり
の処理費（円）

平成 29 年度 47,849 21,276 9,661 596,763 12,472 28,049 61,770
平成 28 年度 48,000 21,233 9,774 608,954 12,687 28,680 62,303
比 較（H29 と
H28 比 )

▲ 151
（99.69%）

43
（100.20%）

▲ 113
（98.84%）

▲ 12,191
（98.00%）

▲ 215
（98.31%）

▲ 631
（97.80%）

▲ 533
（99.14%）

※１　人口、世帯数は年度末現在
※２　ごみ処理に要した費用とは、岩倉市一般会計清掃費のうち、し尿処理費を除いた総額です。

買い物にはマイバックを
持って行きましょう

環境保全課廃棄物グループ（☎
38-5808または清掃事務所（☎
66-5912)

　資源循環型のライフスタイルは
「無駄なものをもらわない、家庭
に持ち込まない」という、一人ひ
とりの心がけから始まります。お
買い物にはマイバッグを持参し、
ごみ減量化、資源の節約、ＣＯ２

の排出抑制にご協力ください。

●平成 30 年度上半期のレジ袋辞
退率　レジ袋有料化の取組に参加
している市内の小売店８店舗の４
月１日から９月 30 日までのレジ
袋辞退率は、目標数値の 80％を
上回る 90.2％でした。
※レジ袋有料化取組参加店
・アピタ岩倉店
・カネスエ八剱店
・コープいわくら
・JA 愛知北産直センター岩倉店
・生鮮館やまひこ岩倉店
・トップワン岩倉店
・バロー岩倉店
・ピアゴ八剱店

　平成 29 年度のごみ処理に要した費用等は下表のとおりとなりました。平成 28 年度との比較では
12,191,000 円の減、１人当たりの処理費では 215 円の減、１トン当たりの処理費では 533 円の減となり
ました。
　平成 27 年度からごみ処理施設が新しくなったことで、今まで以上に効率のよいごみの処理が可能となり
ました。しかしながら、ごみ処理には多額の費用を要すため、今後もごみ減量化に取り組む必要があります。
市民の皆さんには今一度、ごみ出しのときに、ごみとして捨てるもののなかに資源が混ざっていないか確認
していただき、ごみの減量化、リサイクルのより一層の推進にご協力いただきますようお願いします。

平成２９年度のごみ処理に要した費用

清掃事務所（☎ 66-5912) または環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-5808）

岩倉産ヨーヨーの愛称が決定しました！
観光情報ステーション（ＮＰＯ法人いわくら観光振興会　）

（☎ 81-3368、　Email　mail@iwakura-kanko.com）
　岩倉産ヨーヨーは、市内事業所の協力のもと開発され、９月 23 日

（日・祝）に総合体育文化センターで行われた日本初の「全日本ジュ
ニアヨーヨー選手権」で発売が開始されました。
　このヨーヨーの愛称を、広報いわくら９月号やホームページ等で
募集をしたところ、全国各地から 80 件の応募をいただき、下記のと
おり決定しました。ご応募いただいた皆さん、本当にありがとうご
ざいました。

●決定愛称「桜ストリーム」　　
　最優秀賞　河村　富貴さん（岩倉市）

●愛称の説明
　満開後の散った桜の花びらが五条川の水面を埋め尽くし、溢れん
ばかりに流れて（ストリーム）いく光景を、ヨーヨーの技が次から
次に繰り出される（ストリーム）姿と重ね合わせて命名しました。

※今後、この愛称を商品名として販売します。
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お知らせ

愛知県後期高齢者医療制度の協定保養所利用助成事業

愛知県後期高齢者医療広域連合　給付課（☎ 052-955-1205）

　被保険者の皆さんの健康の保持
増進を目的に、次の協定保養所に
宿泊する場合、１人１泊につき
1,000 円を助成します。４月 1
日から翌年３月 31 日までの１年
間で、全保養所合わせて４泊まで
利用できます。
●利用方法
　協定保養所への申込時に「愛知
県後期高齢者医療の被保険者」で

あることを伝えてください。宿泊
当日、保養所の窓口で後期高齢者
医療の保険証を提示してくださ
い。精算時に利用料金から 1,000
円を差し引きます。
※初回利用の際に「利用カード」
が交付されますので、２回目以降
は、保険証と利用カードを提示し
てください。

場所 協定保養所名 電話番号

豊田市 豊田市　百年草 0565-62-0100

桑名市 名古屋市休養温泉ホーム　松ケ島 0594-42-3330

東浦町 あいち健康の森プラザホテル 0562-82-0211

田原市 シーサイド伊良湖 0531-35-1151

蒲郡市 サンヒルズ三河湾 0533-68-4696

江南市 すいとぴあ江南 0587-53-5555

青少年の非行・被害防止に
取り組む県民運動（冬期）

愛知県社会活動推進課青少年
グループ（☎ 052-954-6175）

●スローガン
「非行の芽　はやめにつもう　み
な我が子」

　青少年が解放感から有害環境等
に接する機会が多くなる冬休み期
間中に、犯罪被害に巻き込まれた
り、非行に走ったりするおそれが
あります。家庭・学校・地域社会
が力を合わせて、青少年の健全育
成、被害防止を図るため県民運動
を展開します。

●強調月間　12 月 20 日㈭～平
成 31 年１月 10 日㈭
●主催　愛知県、愛知県教育委員
会、愛知県警察本部、愛知県青少
年育成県民会議

家電リサイクル法対象品目の引渡し方法を確認しましょう

清掃事務所（☎ 66-5912) または環境保全課廃棄物グループ（☎ 38-
5808）

●家電リサイクル法対象品目
エアコン、洗濯機・衣類乾燥機、
テレビ（ブラウン管式・液晶式・
プラズマ式）、冷蔵庫・冷凍庫
●引渡し方法
　以下の①～④いずれかの方法で
引渡してください。
①　以前にその製品を買った販売
店に引き渡す。
②　買い替えの場合は、新しい製
品を買う販売店に引き渡す。
③　収集運搬業者へ引き取りを依
頼する。
④　自分で指定引取場所へ搬入す
る。

　テレビや洗濯機などの特定家庭用機器は家電リサイクル法の対象とな
るため、市では引取ることができません。今一度、引渡し方法を確認し
ましょう。

搬入方法（④の方法による場合）
１　郵便局で、リサイクル料金を
振込む。
２　振込みした際に返却される

「郵便振替払込受付証明書」を家
電リサイクル券に貼付する。
３　１、２の手続きを終えた家電
リサイクル券と廃棄する家電品
を、指定引取場所へ連絡した後に
搬入する。
※収集運搬業者・指定引取場所な
ど、詳しくは市ホームページでご
確認下さい。

12 月３日～９日は
障害者週間です

福祉課障がい福祉グループ
（☎ 38-5809）

　「障害者週間」は、障害や障害
のある人に対する理解を深めると
ともに、障害のある人が社会、経
済、文化等あらゆる分野の活動に
積極的に参加する意欲を高めるこ
とを目的とした週間です。
　この機会に、障害のある人の自
立と社会参加に理解を深めていた
だき、住み慣れた地域でともに暮
らし、みんなで支えあいながら暮
らせる社会の構築に向け、一層の
ご協力をお願いします。
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●作成方法　「確定申告書等作成コーナー」（https://
www.keisan.nta.go.jp）にアクセスし、「作成開始」
をクリックすると、提出方法（e-Tax または書面提出）
を選択できます。その後は「所得税コーナーへ」か
らガイダンスに沿って金額等を入力するだけで、税
額などが自動で計算されます。
　作成した申告書は、確定申告期間中は税務課でお
預かり（税務課から小牧税務署にお渡しします。申
告内容の確認等はいたしません。）することができま
すので、ご利用ください。

確定申告書はパソコンで簡単に作成できます

税務課課税グループ（☎ 38-5806）

　国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」では、ご自身でも簡単に確定申告書を作成できる
環境が整っていますのでご利用ください。

★平成 31 年 1 月から e-Tax の利用手続きがより便
利になりました！　
　e-Tax を利用した電子申告について、２つの方式
を選択いただけるようになりました。
①マイナンバー方式　マイナンバーカードと IC カー
ドリーダライタを利用して電子申告をすることがで
きます。既に e-Tax の ID（利用者識別番号）を取得
している人も e-Tax の ID・パスワード（暗証番号）
が不要になります。
② ID・パスワード方式　マイナンバーカードや IC
カードリーダライタをお持ちでなくても、事前に税
務署で本人確認を行い、ID・パスワードを発行する
ことで、国税庁ホームページの「確定申告書作成コー
ナー」から電子申告をすることができます（ID・パ
スワード発行の際は、運転免許証などの本人確認書
類をお持ちください）。

★平成 31 年 1 月から『給与所得者（年末調整済）で、
医療費控除またはふるさと納税などの寄附金控除を
適用して申告する人』は、スマートフォンで申告を
することができます。
・申告をするには ID・パスワードが必要となります。
・e-Tax で送信する場合は源泉徴収票等の添付書類は
提出不要です（自宅で保管する必要があります。)

【国税庁確定申告書等作成コーナーより】

お知らせ

　平成 29 年分の確定申告から、医療費控除を受ける際の手続きが簡略化されました。

医療費控除申告

税務課課税グループ（☎ 38-5806）

【改正点①】
「医療費の領収書」の提出が不要となりました。（ご
自宅で５年間保管してください）

【改正点②】
「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
●申告方法　確定申告の際に、「医療費控除の明細書」
を作成し、確定申告書に添付して提出してください。

（セルフメディケーション税制を選択した場合はセル
フメディケーション税制の明細書を作成してくださ
い）領収書の添付は必要ありません。

●注意　医療費の領収書は自宅で５年間保存する必
要があります（税務署から求められたときは、提示
または提出しなければなりません）。なお、セルフメ
ディケーション税制を選択される人は従来の医療費
控除を受けることはできません。
★医療費控除の明細書は国税庁ホームページ（http://
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/
yoshiki/02/01.htm）または、市ホームページから
ダウンロードできます。
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●とき　12 月３日㈪～ 12 月 20 日㈭
※日程は都合により変更となる場合があります。
●ところ　市役所８階　議場など
●対象　どなたでも傍聴できますので、ぜひお越しください。
※名前を書くなどの手続きは不要です。
※写真撮影、動画撮影等についても原則自由です。

※開会時間はいずれも午前 10 時からです。

12 月の市議会を傍聴しませんか

議会事務局（☎ 38-5820）

とき ところ 会議内容
12 月３日㈪ 市役所８階

（議場）
本会議（議案の上程、提案説明）

12 月５日㈬ 本会議（議案質疑）
12 月６日㈭ 市役所７階

（委員会室）

委員会（総務・産業建設常任委員会）
12 月７日㈮ 委員会（厚生・文教常任委員会）
12 月 10 日㈪ 委員会（財務常任委員会）
12 月 11 日㈫

市役所８階
（議場）

本会議（委員会代表質問又は一般質問）
12 月 12 日㈬ 本会議（一般質問）
12 月 13 日㈭ 本会議（一般質問）
12 月 20 日㈭ 本会議（委員長報告、質疑、討論、採決）

サラ金および悪質商法の
相談料を補助します

商工農政課（☎ 38-5812）

　サラリーマン金融（サラ金）の
利用に関するトラブルが起きてい
ます。トラブルが起こる前に、で
きる限り早く法律の専門家に相談
することが大切です。
　市では、愛知県弁護士会が開設
している「サラ金・クレジット被
害相談」（初回の相談料は無料。
２回目の相談料を補助します）と

「消費者被害相談」に相談された
場合に、相談料の 5,400 円（上限）
を補助しています。補助を受ける
には、事前に消費生活センターま
たは市民相談室で相談を受けるこ
とが必要です。詳しくは、お問い
合わせください。

岩倉市タウンミーティングを行います

協働推進課広報情報グループ（☎ 38-5802）

　市政に対する提案やご意見をお聴きし、今後の市
政運営に役立てるために「岩倉市タウンミーティン
グ」を行います。

　この、タウンミーティングは、自治組織 ( 自治会 )
または、公益的団体 ( 岩倉市民プラザに登録した団体、
生涯学習サークル ) が主催していただき、10 人以上
の参加者が集まる場に、市長ほか、担当部長などが
出席し、市民の皆さんとの対話を目的に行うもので
す。

●希望する場合は…
①話し合う会場を決めてください。
②自治組織または、公益的団体が主催となり１０人
以上の参加者を募ってください。
③タウンミーティング申込書により、協働推進課広
報情報グループへお申し込みください。
※平日・休日を問わず午前９時から午後９時までお
受けします（２時間以内を予定）。
※申込書は市役所４階協働推進課で受け取るか、市
ホームページからダウンロードできます。
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市民相談室（☎ 38-5822）
市民相談室は、市役所 1階です。個室の相談室となってい
ますので、お気軽にご相談ください。
なお、正午から午後 1時までお昼の休憩をいただきます。

相　談 と　き

一般相談 月～金曜日（祝日、振替休日を除く）
午前 9時～午後 4時

消費生活相談
（消費生活センター）

月～木曜日（祝日、振替休日を除く）
午前 8時 30分～正午（☎ 37-7867）
※受付時間：午前 11時 30分まで

法律相談
11日㈫・26日㈬午後 1時～ 4時
※３日㈪午前9時から当月分の予約を受
け付けます（先着順、電話可）。

若年者就職相談
※予約優先

14日㈮午前９時 30分～正午
いちサポ（☎ 0586-55-9286）

人権相談 ７日㈮午後 1時～ 4時

行政相談 14日㈮午後 1時～ 4時

多重債務者相談
※予約優先

20日㈭午後 1時～ 4時
クレサラあしたの会
(☎ 090-3252-5652)

登記相談 12日㈬午後 1時～ 4時

不動産相談 13日㈭午後 1時～ 4時

税務相談 ６日㈭午後 1時～ 4時

戦没者遺族相談 21日㈮午後 1時～ 4時

分別収集
　４日㈫ 八剱町・井上町・神野町・石仏町

　　７日㈮ 曽野町・稲荷町・大山寺町・大山寺元町・
大山寺本町・五条町・大市場町

11日㈫ 大地町・大地新町・中央町・南新町・
川井町・北島町・野寄町

14日㈮ 東新町（岩倉団地）
18日㈫ 中本町・東町・中野町・鈴井町

21日㈮ 下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・
新柳町・新柳町１区

25日㈫ 泉町・西市町・本町・宮前町・栄町一
丁目　

古紙と古着の日　
４日㈫ 中本町・鈴井町

７日㈮ 下本町・昭和町・旭町・栄町二丁目・
新柳町・新柳町１区

11日㈫ 西市町・本町・宮前町・栄町一丁目
★ 15日㈯ 東新町（岩倉団地）
18日㈫ 八剱町・神野町・石仏町
21日㈮ 五条町
25日㈫ 中央町・川井町

日曜資源回収（9:00 ～ 12:00）
２日・16日・23日 e- ライフプラザ（清掃事務所）

　9日・23日 消防署東側防災公園

分別収集・古紙と古着の日（12月）市民相談（12月）

その他の相談
相談 と　き ところ 問合先 /備考

産業医等によ
る健康相談窓
口（予約制・
当日申込可 )

１月 11 日㈮午後２
時～４時

岩倉市商工会館
内相談室 ( 中本
町西出口 31-1)

予約・問合先：尾北医師会 (☎ 95-7020)、岩倉市商工会 (☎ 66-3400)
対象者　従業者数 50人未満の事業者やその事業場で働く人
主たる診療科　消化器科・内科・小児科等
※相談内容や指導内容については、秘密を厳守します。
※受付・申込は、午後３時 30分まで

出張相談 in
いわくら

12 月 14 日㈮午前
９時 30 分～午後０
時 20分

市役所１階
相談室

問合先：ママ・ジョブ・あいち（あいち子育て女性再就職サポートセンター）　（☎
052-485-6996）
対象：出産・育児などで離職した女性
定員：３人（先着順１人 50分以内）
申込期限：12月７日㈮
申込方法：商工農政課商工観光グループまで、電話（☎ 38-5812）またはＦＡ
Ｘ（66-6100）でお申込みください（先着順）。
※託児を無料で行います。託児希望の場合は申込み時にお伝えください（1週
間前までに要予約）。

年金出張相談
（予約制）

１月９日㈬
午前10時～正午、
午後１時～３時
（相談時間は30分）

市役所１階
市民相談室

申込先：市民窓口課（☎38-5807）にて事前予約（電話可）。受付日は、12月７日㈮
から前日まで。
相談内容：年金全般（共済年金を除く）
持ち物：年金手帳、年金証書、年金機構からの通知、印鑑、身分証明書など。（代理人
の場合は委任状も必要）
対象者：市内在住の人

成年後見制度
相談（巡回相
談・予約制）

12月 12日㈬

ふれあいセン
ター３階福祉団
体活動室（西市
町無量寺２- １）

予約・問合先：尾張北部権利擁護支援センター（☎ 0568-74-5888）
※相談は、1組50分で、１日３組（午後１時30分～４時20分）

表中★印は実施日が通常と異なりますので、ご注意ください。
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成　人
保健センターを利用されるときは、健康手帳をお持ちください。健康手帳の交付は随時行っています。

内容
と　　　き

ところ 対象 備　　考
日 時間

健康チェックの日 毎月第１・３水曜日
（祝日除く）

9：00
～ 11：00 保健

センター

一般
成人

内容…保健師による健康相談、血圧測定、体脂肪測
定、尿検査、禁煙相談　※栄養士・作業療法士・歯
科衛生士による相談は予約が必要です。

臨床心理士による
こころの健康相談 13 日㈭

13：30
～ 15：30
◎予約制

申込…保健センター（電話可）
内容…臨床心理士によるこころの健康相談（相談時
間は 1 人 30 分程度です）。

いきいき
ウォーキング

毎週水曜日
（祝日除く、雨天中止） 9：00 ～

10：00
（集合時間
9：00）

八剱憩い
の広場

持ち物…水分補給用の飲み物、帽子、タオル、ポー
ルウォーキングに参加する人はポール
※歩く距離と速さは自分のペースで調整できます。
※会場のイベント等により中止になることがありま
す。
※自主活動で、専門の講師はいません。
※ポールウォーキング時のポールは貸出可。貸出希
望者は事前に保健センターに予約が必要。

毎週木曜日
（祝日除く、雨天中止）

お祭り広場
（下本町）

五条川
ポール

ウォーキング

毎週金曜日
（祝日除く、雨天中止）

9：00 ～
10：00

（集合時間
9：00）

お祭り広場
（下本町）

予防接種
■乳幼児の予防接種について
　生後 2 か月ごろに「予防接種予診票綴り」と「予防接種とこどもの健康」（冊子）を郵送しています。よく読んでから、医療
機関に予約をし、計画的に予防接種をしましょう。転入した人や予診票がない人は、母子健康手帳を持って、保健センターにお
越しください。
■個別通知をしていない定期の予防接種について
◎日本脳炎予防接種
　積極的勧奨の差し控えにより、平成 9 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれのお子さんは、20 歳未満までの間に 4 回の
不足分が接種できます。また、平成 19 年 4 月 2 日～平成 21 年 10 月 1 日生まれのお子さんは、9 歳から 13 歳未満の間に、
1 期の未接種分を接種することができますので、保健センターにお問い合わせください。
　ただし、上記の対象者にあたるお子さんで、平成 12 年 4 月 2 日～平成 13 年 4 月 1 日生まれで 2 期が完了していないお子
さんには、平成 30 年 4 月末に個別通知しました。また、9 歳になるお子さんには、9 歳になる月に個別通知 (2 期 ) します。
◎子宮頸がんワクチン予防接種について
　中学校１年生～高校 1 年生に相当する女子が対象です。平成 30 年 10 月末現在、積極的にはお勧めしていません。
■市内委託医療機関以外での接種について
　かかりつけ医が市外にある等の理由で、市外で接種を希望する場合は、接種する前に申請が必要となります。接種日の２週間
前までに、こどもの予防接種に関しては母子健康手帳を、高齢者の予防接種に関しては本人確認ができるもの（運転免許証等）
を持って、保健センターにお越しください。
■風しんワクチン (麻しん風しん混合含む )の接種費用の助成について（任意接種）※申請期限：平成 31 年 4 月 1 日㈪まで
　接種日に岩倉市民で、次の①および②の両方に該当する人に接種費用の一部を助成します（平成 31 年 3 月末までに接種）。
①妊娠を予定または希望する女性〈ただし、経産婦、妊婦、風しん（麻しん風しん混合含む）ワクチン接種歴がある人、風しん
罹患歴がある人を除く〉
②平成 30 年４月から平成 31 年 3 月までに受けた風しん抗体検査で抗体が陰性と確認できた女性
■高齢者肺炎球菌予防接種（任意接種）について
　定期接種対象者に該当しない 65 歳以上の人かつ過去に一度も市の助成を受けていない人で接種を希望する場合は、任意予防
接種として接種費用の一部を助成します。詳しくは、保健センターにお問い合わせください。
※定期接種対象者については、平成 30 年 4 月末に個別通知しました。
■市民税非課税世帯（生活保護受給世帯等含む）の予防接種費用の助成について
　市民税非課税世帯（生活保護受給世帯等含む）に該当する人は、接種費用の自己負担分を全額助成します。詳しくは、保健セ
ンターにお問い合わせください。

小児救急外来
江南厚生病院内（こども救急診察室）
　☎ 51 － 3333
　〇日曜日、祝日、第 2・4・5 土曜日
　　受付　8：30 ～ 16：30
　〇第 1・3 土曜日
　　受付　12：20 ～ 16：30

救急医療情報センター
　☎ 0586 － 72 － 1133
休日急病診療所 ( 日曜日・祝日）
　☎ 66 － 4708
　受付　9：00 ～ 11：30
　　　  13：00 ～ 16：30

愛知県小児救急電話相談
　☎ #8000
　( ☎ 052 ー 962 ー 9900）
　〇毎日 19：00 ～翌朝 8：00

　　救急医療電話番号案内
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 12 月の保健センター案内 ( 予定 )

保健センターの年間予定は岩倉市のホームページに掲載しています。

子どもとお母さん

乳幼児健康診査について

県道岩倉西停車場線
県
道
名
古
屋
江
南
線

新
柳
通
線

県道小牧岩倉一宮線
保健センター

郵便局

W E

N

S

岩
倉
駅

市役所

中央
公園

教室・相談・健康診査に参加するときには、母子健康手帳をお持ちください。　　　　問合先　☎ 37-3511
駐車場が少ないため、車でのお越しはなるべくご遠慮ください。　★の事業は要予約、先着順。
申し込みは、前月の 15 日 ( 土・日曜日、祝日等の場合は翌開庁日 ) から受け付けています ( 電話可 )。

内容
とき

対象 備考・持ち物（母子健康手帳）
ところ：保健センター日 時間 受付

母子健康
手帳交付

毎週木曜日
( 祝日除く ) 10：00 ～

9：45
～ 11：00
( 初産の人
は 10 時ま
でに受付 )

妊婦

持ち物…妊娠届出書 ( 医療機関で発行 )
内容…妊娠中の過ごし方、出産後の手続き等についての話
初産の人は 10：00 ～ 11：00 までお話を聞いていただき
ます。ご都合のつかない人は電話でご連絡ください。

プレママと
産後ママの

交流会
７日㈮ 10：00

～ 11：30
9：45
～ 10：00

妊婦と 3 か月まで
の児を持つ産婦

内容…妊産婦同士の交流会、妊産婦のための食事について
の話、乳児 (3 か月まで ) の体重測定

乳幼児　　　
健康相談 10 日㈪ 9：00 ～ 9：00

～ 10：45 乳幼児 内容…身長・体重測定、育児・栄養・歯科相談 ( ★母乳・
運動発達相談は要予約 )

★こども
発達相談 ３日㈪ 9：00

～ 11：00 ◎予約制 乳幼児 内容…身体やことばの発達などの相談

★これから
はじめる

離乳食教室
11 日㈫ 10：00

～ 11：15
9：45
～ 10：00

4 ～ 6 か月児
( 定員 20 組 )

持ち物…バスタオル、おてふき
内容…離乳食のはじめ方の話、調理実習、試食 ( 保護者 )、
絵本の読み聞かせ

★かみかみ
歯ピカ教室 17 日㈪ 9：30

～ 11：00
9：15

～９：30
1 歳～ 1 歳 6 か月児

( 定員 15 組 )
持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
内容…幼児食と歯の話、歯こう染め出し ( ※ 1)、ブラッシ
ング指導

２歳児歯科
健康診査 17 日㈪ 12：45 ～ 12：45

～ 13：30
平成 28 年

12 月生まれ

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
内容…歯科健診、虫歯予防・栄養の話、歯こう染め出し ( ※
1)、ブラッシング指導、フッ化物塗布 ( ※ 2)
歯をみがいてきてください ( 所要時間　約 2 時間 )。

２歳６か月児
親子歯科　　　　
健康診査

14 日㈮ 12：45 ～ 12：45
～ 13：30

平成 28 年５月
生まれの児と

その親

持ち物…仕上げ磨き用歯ブラシ、コップ、エプロン
内容…歯科健診 ( 親と子 )、虫歯予防・育児の話、歯こう染
め出し ( ※ 1)、ブラッシング指導、フッ化物塗布 ( ※ 2)
歯をみがいてきてください ( 所要時間　約 2 時間 )。

ツインズ
交流会 ４日㈫ 10：00

～ 11：00 ― 双胎・多胎の妊婦等
双児・多児の親子 内容…情報交換、交流会

（※ 1）歯こう染め出しについて　歯こう染め出し液 ( 赤色 ) は、洋服につくと落ちにくいため、汚れてもいい服装でお越
しください。
（※ 2）フッ化物塗布（希望者）について　フッ化物塗布後 30 分は飲食ができないので、塗布前に水分補給ができるよう
にお茶などをお持ちください。

　4 か月児健康診査 ( 平成 30 年８
月生まれ )、1 歳 6 か月児健康診査
( 平成 29 年５月生まれ )、3 歳児健
康診査 ( 平成 27 年 12 月生まれ )
の対象者には、個別通知をしていま
す。転入した人や個別通知が届いて
いない人は、保健センターにご連絡
ください。

一般不妊治療費の助成
　不妊症と診断され、人工授精 ( 医療保険適用外のみ ) を
受けられたご夫婦に、負担した費用の一部を助成していま
す。助成額は自己負担額の 2 分の 1 で 1 年度あたり 4 万
5 千円を上限として、連続する 2 年間です。所得制限が
あります。申請窓口は保健センターです。なお、平成 30
年度分（平成 30 年 3 月から平成 31 年 2 月診療分）の申請
期限は、平成 31 年 3 月 29 日㈮です。岩倉市のホームペー
ジにも掲載しています。詳しくは、お問い合わせください。
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ク ロ ス ワ － ド パ ズ ル♪ キーワードをもとに、クロスワードを完成させよう !
色マスの文字を並べかえると答えができます。正解者の中から
抽選で３人に、岩倉産ヨーヨー（桜ストリーム）をプレゼント !!

１ ２ ３ ４

５ ６

７ ８ ９

10 11 12

13 14 15 16

17

応募方法
　官製はがきに記入事項を記入のうえ、右記あて先までお送り
ください。当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていた
だきます。
　下記フォームからも応募を受け付けています。
https://www.city.iwakura.aichi.jp/cmsform/
enquete.php?id=10

●あて先　〒 482-8686 岩倉市協働推進課
広報情報グループあて
●記入事項　①並べ替えた答え　②氏名（ふ
りがな）　③郵便番号・住所　④電話番号　
⑤今月号の感想（任意）
●応募期限　12 月 15 日㈯ ( 当日消印有効 )

先月の答えは「イモホリ」でした。

タテのキーワード
1 発電などのために川をせき止め、水

をためる構造物。
2 土中に住む細長い動物。
3 蚕の繭から取ったままで、手を加え

ていない糸。
4 教科書の補助として用いられる図書。
8 集団の意気込み。〇〇を高める。
10　鳥の一種。マガモを品種改良し、家

畜化した鳥。
12 主要なこと。〇〇〇キャスト。
14 田植えなどのときに力を貸し合うこ

と。
16 種から芽が出たばかりの植物。

ヨコのキーワード
1 身代わり、替え玉のこと。
3 公共事業などのため、金銭や品物を贈

ること。
5 味わいや面白みのないこと。〇〇乾燥。
6 音声を電気信号に変換する装置。
7 仏像や経典などを安置する箱型の仏具。
9 アシカ科の哺乳類。アシカより大き

い。
11 ものの表面の手触りの感じ。〇〇が

細かい。
13 たとえ。物事を説明するのに他の物

事にたとえて表現すること。
15 「実るほど頭を垂れる〇〇〇かな」。
17 霊長類のうち、最もヒトに近いもの。

頭 の 体 操

　今年も市のホームページから、い～わくんの年賀状テンプレートがダウンロードできます。
　新年の干支がデザインされたものも追加されますので、ぜひご活用いただき、い～わくんと
岩倉市のＰＲにご協力をお願いします。

い～わくんの年賀状テンプレートをご活用
ください　　　商工農政課商工観光グループ (☎38-5812)
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　10 月 21 日㈰、岩倉東小学校にて消防観閲式が実
施され、岩倉市にある４つの消防分団と婦人防火クラ
ブなどが参加しました。当日は天候にも恵まれ、消防
団は日ごろの活動や訓練の成果として、息の合った分
列行進や７月に行われた操法大会で６位になった消防
ポンプ車操法を披露しました。

　10月 21 日㈰、総合体育文化センターにて、18回
目となる岩倉市ジュニアオーケストラ定期演奏会が開
催されました。多くの人が来場し、美しい楽器の音色
に耳を傾けていました。息の合った演奏で観客はひと
つになり、アンコールでは「みんなの岩倉い～わくん」
が演奏され、観客を喜ばせていました。

PHOTO NEWS　まちの話題

日々の訓練の成果を披露！ 文化の秋！奏でるハーモニー

　10月 21 日㈰、自然生態園にて、「とんぼ池であそ
ぼう」のイベントがありました。10月半ばでしたが、
少し汗ばむような暖かさで、水を抜いたとんぼ池に入
るには絶好な天候でした。

　子どもも大人も夢中になってザリガニやカエルな
ど、水の中の生き物とのふれあいを楽しんでいました。
泥に足をとられて尻もちをついたり、はねた泥が顔に
かかったりと、参加者はみなすぐに泥まみれになって
いましたが、笑い声の絶えない時間でした。
　

泥まみれ、だけど笑顔いっぱい！

左
画
像
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広報モニター山田幸哉さん撮影
　デイケアセンターかみのをボランティアグループ岩倉
オールドボーイズと岩倉モキハナが慰問し、利用者約 30
名程が演奏と踊りを楽しんでいました。

　11 月 6日㈫、くすのきの家にて、児童館・放課後
児童クラブ職員向けのヨーヨー講習会が開催されまし
た。この講習会は、各館・各クラブを利用する子ども
たちを対象にヨーヨーを取り入れていく第一歩として
行われました。なお、ヨーヨーは、㈱ヨーヨーカンパ
ニーより寄付されたものです。

広げよう！ヨーヨーの輪

　11 月 1日㈭から 4日㈰まで市民文化祭が開催され
ました。また、4日㈰には市民音楽祭も開催されまし
た。

　日本画、洋画、書道、彫刻工芸、写真、生花、盆栽
等の作品が一斉に展示され、また、音楽祭では 14の
団体により吹奏楽、ギター、合奏、フォークソングな
どさまざまなジャンルの音楽が披露され、訪れた人た
ちを目と耳の両方で楽しませていました。

芸術の花開く

●投稿方法　①住所（町名のみ）②ペンネームを記入し、写真デー
タを添付して下記アドレスまでメールでお送りいただくか、市役所
4階協働推進課窓口まで写真をご持参ください。
●メールアドレス　koho.prsec@city.iwakura.lg.jp
●留意事項　(1) 岩倉市内で撮影した写真であること。
　　　　　　(2) 著作権・肖像権など第三者の権利を害しないこと。
●問合先　協働推進課広報情報グループ（☎ 38-5802）

あなたの写真を広報に 市内で撮ったあなたの
イチ押し写真を広報に
掲載してみませんか？




